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個人情報保護法制定の背景

テーマ 重要度

第１　国際的動向 ＣＣ

第２　日本国内の動向 ＣＣ
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アガルートアカデミー
行政書士試験　総合講義　一般知識

第１　国際的動向

１　ＯＥＣＤ理事会勧告
個人情報保護法は1970年代に西ヨーロッパ諸国で相次いで制定さ
れたが、具体的な規制内容が国ごとに異なっていたため、アメリカ
のような多国籍企業を有する国と利害が対立した。
そこで、OECD（経済協力開発機構）で協議された結果、1980年
に「OECD理事会勧告」が採択された。この勧告の付属文書、いわ
ゆる「OECD８原則」は、国内適用における基本原則を定めてお
り、現在では、先進国における個人情報保護法制のスタンダードと
なっている。

［OECD８原則］

目的明確化の原則
収集目的を明確に、データ利用は収集目的に合致させ
るべきである

利用制限の原則
データ主体の同意がある場合、法律の規定による場合
以外は目的以外に利用・使用してはならない

収集制限の原則
適法・公正な手段により、かつ情報主体に通知または
同意を得て収集すべきである

データ内容の原則
利用目的に沿ったもので、かつ正確・完全・最新であ
るべきである

安全保護の原則
合理的安全保護措置により、紛失・破壊・使用・修
正・開示等から保護すべきである

公開の原則
データ収集の実施方針等を公開し、データの存在、利
用目的、管理者等を明示すべきである

個人参加の原則
自己に関するデータの所在および内容を確認させまた
は異議申立てを保証すべきである

責任の原則 管理者は諸原則実施の責任を有する

２　EU指令に対する日本等の対応
①　EUは、1995年に「個人データ保護指令」を制定し、EU域内の
国に対して、指令の内容に適合するように３年以内に個人情報保
護のための法制化を図ることを要請した。
②　これに対して、日本は、個人情報の取扱いに関するガイドライ
ンを改定し、個人情報の取扱いが適切であることを示すマークを
民間事業者に付与するしくみを採用（プライバシーマーク制度、
個人情報保護マーク制度等）した。また、アメリカは、セーフ
ハーバー（安全港）方式と呼ばれる独自の厳格な自主規制システ
ムを導入した。

ＣＣ

CHECK

個人情報保護法制の違い

アメリカでは特定の個別分
野に対象を限定した個別法を
制定しています（セクトラル
方式）。

欧州主要国では、官民双方
を包括的に適用の対象として
います（オムニバス方式）。
日本は、官民別個の法律を制
定しています（セグメント方
式）。

CHECK

個人データ保護指令

個人データ保護指令には、
EU域外の第三国への個人情報
の移転は当該第三国が充分な
レベルの保護対策をしている
場合に限るとし、また、措置
が充分でない場合は、改善の
ため協議することができる旨
の規定が置かれていました。

CHECK

プライバシーマーク

プ ラ イ バ シ ー マ ー ク は 、
1999年に「JIS Q 15001」
として「個人情報保護に関す
るコンプライアンスプログラ
ムの要求事項」が公表された
ことにより、JISに対する適合
評価制度へと変更されました
（法的拘束力なし）。


